
船舶事故調査報告書 

平成３０年２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 浸水 

発生日時 平成２９年８月１８日 ００時３０分ごろ 

発生場所 北海道江差
え さ し

町江差港北北西方沖 

 江差港西外防波堤灯台から真方位３３４°３.９海里付近 

 （概位 北緯４１°５６.０′ 東経１４０°０５.０′） 

事故の概要  漁船第七大福
だいふく

丸は、漂泊中、機関室に浸水した。 

事故調査の経過 平成２９年８月２２日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第七大福丸、４.９トン 

 ＨＫ３－１１２６１１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 発電機、バッテリ等に濡損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約４m/s、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、江差港北北西方沖で主機

を中立運転とし、いか釣り漁を行いながら漂泊中、集魚灯が消灯し

た。 

甲板員は、機関室を確認したところ、機関室への浸水を認めた。 

 本船は、主機を停止したところ、機関室への浸水が止まったもの

の、船長が自力での航行が不可能と判断して僚船に救助を依頼し、来

援した僚船にえい
．．

航されて江差港に戻った。 

 本船は、帰港後、造船所に上架し、甲板員が機関室を点検したとこ

ろ、主機の冷却海水系統の配管に亀裂を生じており、同配管の亀裂箇

所から機関室に浸水していたことが判明した。 

 本船には、ビルジ高位警報装置はなかった。 

 船長は、本船を平成３年１０月の進水後から使用し、甲板員に主機

の冷却海水系統の点検を任せていたものの、整備業者に同系統の点検

を依頼したことはなく、同系統の配管の交換等を行ったことはなかっ

た。 

 船長は、江差港を出港する前、機関室内のビルジ量及び冷却海水の

排出口から排出される海水量に異常がないことを確認していた。 

分析  本船は、江差港北北西方沖で漂泊中、主機の冷却海水系統の配管に

亀裂を生じたことから、機関室に浸水したものと考えられる。 

 主機の冷却海水系統の配管は、約２６年間交換等が行われておら

ず、経年劣化によって亀裂を生じた可能性があると考えられる。 



原因  本事故は、夜間、本船が、江差港北北西方沖で漂泊中、主機の冷却

海水系統の配管に亀裂を生じたため、機関室に浸水したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・定期的に整備業者に依頼するなどして主機の冷却海水系統の配管

の点検及び整備を行うこと。 

 ・機関室にビルジ高位警報装置を設置することが望ましい。 

 


